
受付にて、渡航歴などについておうかがい致します。 

2 週間以内に「中国（湖北省など）への渡航歴のある方」又は、 

「中国（湖北省など）からの旅行者との接触があった方」で、 

風邪症状【発熱（37.5℃以上）、咳、痰、呼吸困難など】がある方は、 

必ずマスク着用の上、受付時にお申し出下さい。 

当院は、感染症指定医療機関となっていない為、新型コロナウイルスの 

疑いがある方に関しましては、県北保健福祉事務所（県北保健所）に 

相談の上、対応可能な医療機関へ受診していただくようになります。      

福島県 新型コロナウイルス関連感染症に係る相談専用ダイヤル 電話番号 ０２４－５２１－７８７１  受付時間 平日のみ ８：３０～２１：００  

福島県 県北保健福祉事務所  電話番号 ０２４-５３４－４１１３ （感染症予防チーム）  受付時間 平日のみ ８：３０～１７：１５ 

※  夜間・休日の対応としましては、ご相談があった際は、当院より県北保健福祉事務所へ連絡することが可能となっております。 


